
設備標準図利用方法、及び取扱いについて 

建築確認申請書の建築基準法施行規則に基づく設備関係図書の標準図を作成しました

のでご利用ください。 

木造３階建ての一戸建て住宅の建築確認申請時の添付図書としてご利用できる設備標

準図として掲載いたしました。 

１． 設備標準図ご利用方法及び取扱い 

各標準図にそれぞれチェックボックス「□」がありますので該当するチェック

ボックスにチェックを記入して建築確認申請時に添付図書としてご利用くださ

い。 

２． ＬＰガス設備の設置について 

ＬＰガス設備については高圧ガス保安協会編集の「ＬＰガス設備設置基準及び

取扱要領」を参考に、明示すべき内容を記載してください。 

３． 建築基準法施行令第１１２条等の防火区画が必要な場合は、添付図書に配管材 

料等の明示をして、ご利用ください。 

お問い合せ先 

㈱神奈川建築確認検査機関 

２５２－０３０３ 

神奈川県相模原市南区相模大野７－８－１０ 大塚ビル２階 

ＴＥＬ ０４２－７０１－３９３５ 

ＦＡＸ ０４２－７０１－３９４５ 





 

 

 

 

 

 

建築設備関係設計図書添付書類 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (     ) 建築士 

      建築士番号 

      氏名                 



水抜

排気フード

Ｈ／10以上

５cm以上

Ｈ／２以上

＊燃料消費量（Ｑ）　　　　ガスコンロ　　：標準（３口）　９．６ｋｗ　　最大　１２ｋｗ

＊理論排ガス量（Ｋ）　　　都市ガス、ＬＰガス　　　：０．９３ｍ３／ｋｗ・ｈ

参考　　　　　　Ｖ＝４０ＫＱ　又は　Ｖ＝３０ＫＱの選択

火を使用する設備の換気　　　Ｖ＝ＮＫＱ

建物

ガスメーター

ガスコック

Ｇ
Ｍ

敷地

（都市ガス）

（都市ガス）ガス系統

ガスコック

敷地道路

道路

Ｈ（１ｍ以下）

不燃材料

火源

排気のための開口部

道路

（ＬＰガス）

ガスコック

ガス系統

メーターガス

敷地

建物
Ｇ
Ｍ

ガス供給施設へ接続

ガスメーター
（マイコンメーター）

燃焼器具

燃焼器具

Ｈ（１ｍ以下）

ガスコック

（マイコンメーター）

ガス引込

ＧＭ

道路 敷地１０°以上

排気フードⅠ型の詳細図

排気フードⅡ型の詳細図

　Ｖ＝４０ＫＱ
（イ）排気フードなし （ロ）バフラー付煙突

（ニ）ｂ　排気フードⅡ型

　Ｖ＝２０ＫＱ

（ハ）ａ　排気フードⅠ型

　Ｖ＝３０ＫＱ

操作信号線
電力線

ガス（ガス使用の場合）

給水管
給湯管

汚水管

給湯管
給水管

雑排水管

流し廻り給排水

汚水管

便所廻り給排水

雑排水管

空気抜き弁

給湯管
給水管

予備コック ガス管 給水栓

上水本管 止水栓
量水器

Ｍ

敷地道路

給水管

給水管
給湯管

メーターガス

ＧＭ

ガス供給施設へ接続

都市ガス本管

　Ｖ＝２ＫＱ

１

給湯器廻り給排水

浴室廻り給排水

道路 敷地

量水器

上水本管 止水栓

空気抜き弁

Ｍ

給水系統（直圧の場合） 給水系統（直圧の場合）

建築設備標準図

給水接続

量水器
止水栓

建物

Ｍ

敷地

道路

洗面廻り給排水

ガス引込 （ＬＰガス）



泥溜150ｍｍ以上

汚水管

汚水桝

最終桝
トラップ桝

雑排水

（合流）下水本管

道路

雨水管

建物
建物 分電盤

架空引込

敷地

電柱

道路

電力引込

汚水桝

汚水管

最終桝

建物

雑排水

雨水桝

雨水管

汚水桝

汚水管

最終桝
雨水側溝

下水本管

雨水桝

道路

防火区画等の壁

防火区画等の壁

給水管

Ａ

∇３ＦＬ

∇２ＦＬ

・当該貫通する部分からそれぞれ両側に１ｍ以内の距離にある部分を不燃材料で造る。

給水管

防火区画等の壁

【平面図】

【系統図】
敷地道路

分電盤

通気弁

通気弁通気弁

道路 敷地

積算電力計

排水桝

公共下水道本管

公設桝 排水桝 排水桝

排水設備系統図

２

雨水桝

泥溜150ｍｍ以上

雨水管

建物

雑排水

汚水桝

汚水管

最終桝

下水本管

雨水排水管

道路

雨水浸透桝

建物

雑排水

下水本管

道路

●給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造

排水接続（雨水が道路側溝接続の場合）

エアコン用

照明用

照明スイッチ

居室

２

2

分電盤へ

各室電気経路

建築設備標準図

排水接続（雨水が敷地内雨水浸透桝の場合）

共通：配管勾配は自治体の条例、あるいは要綱による。

排水接続（分流の場合）排水接続（合流の場合）

電気設備系統図

（令第１１２条の２０、及び令第１２９条の２の４の１の７による。）


